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附 則

第 １ 章 総 則

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 達 は 、 航 空 自 衛 隊 に お け る 行 政 文 書 の

形 式 並 び に 処 理 及 び 管 理 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定

め る も の と す る 。

（ 定 義 ）

第 ２ 条 こ の 達 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の

意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る

。

( 1 ) 部 隊 等 編 合 部 隊 、 編 制 部 隊 、 編 制 単 位 群 部

隊 、 編 制 単 位 部 隊 、 自 衛 隊 法 （ 昭 和 ２ ９ 年 法 律

第 １ ６ ５ 号 ） 第 ２ ２ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定



に よ り 特 別 に 編 成 さ れ た 部 隊 の う ち 航 空 幕 僚 長

が 機 関 等 主 任 文 書 管 理 者 と 定 め ら れ た 部 隊 （ 以

下 「 特 別 の 部 隊 」 と い う 。 ） 及 び 機 関 （ 支 処 及

び 航 空 幕 僚 長 の 監 督 を 受 け る 地 区 病 院 （ 以 下 「

病 院 」 と い う 。 ） を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 並 び に

航 空 幕 僚 監 部 を い う 。

( 2 ) 部 課 等 部 隊 等 の 部 、 課 、 班 等 の 内 部 組 織 を

い う 。

( 3 ) 主 管 部 課 起 案 す べ き 事 項 に 関 す る 事 務 を 所

掌 す る 部 課 等 を い う 。

( 4 ) 基 地 等 基 地 及 び 分 屯 基 地 を い う 。

( 5 ) 基 地 司 令 等 基 地 司 令 及 び 分 屯 基 地 司 令 を い

う 。

( 6 ) 法 規 法 律 、 政 令 、 府 令 、 省 令 等 の 法 令 並 び

に 訓 令 及 び 航 空 自 衛 隊 達 等 を い う 。

( 7 ) 電 送 文 書 指 揮 管 理 デ ー タ 通 信 網 を 利 用 し て

電 送 す る 、 防 衛 省 に お け る 文 書 の 形 式 に 関 す る

訓 令 （ 以 下 「 形 式 訓 令 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 に 規

定 す る 文 書 （ 告 示 、 訓 令 及 び 達 を 除 く 。 ） を い う

。

第 ２ 章 管 理 体 制

（ 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 ）



第 ３ 条 防 衛 大 臣 直 轄 部 隊 、 航 空 総 隊 司 令 官 直 轄 部

隊 、 航 空 方 面 隊 司 令 官 直 轄 部 隊 、 航 空 支 援 集 団 司

令 官 直 轄 部 隊 、 航 空 教 育 集 団 司 令 官 直 轄 部 隊 、 航

空 開 発 実 験 集 団 司 令 官 直 轄 部 隊 、 編 制 単 位 群 部 隊

、 学 校 、 補 給 本 部 、 補 給 処 、 支 処 及 び 病 院 に 部 隊

等 主 任 文 書 管 理 者 を 置 く 。

２ 前 項 の 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 は 、 当 該 部 隊 及 び

機 関 の 長 と す る 。

３ 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 は 、 機 関 等 主 任 文 書 管 理

者 又 は 直 近 上 級 の 部 隊 若 し く は 機 関 の 部 隊 等 主 任

文 書 管 理 者 が 分 掌 す る 事 務 の う ち 、 当 該 部 隊 又 は

機 関 に 係 る 防 衛 省 行 政 文 書 管 理 規 則 （ 以 下 「 管 理

訓 令 」 と い う 。 ） 第 ４ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 事 務 を

分 掌 す る 。

（ 部 隊 等 副 主 任 文 書 管 理 者 ）

第 ４ 条 防 衛 大 臣 直 轄 部 隊 （ 宇 宙 作 戦 群 及 び 航 空 中

央 音 楽 隊 を 除 く 。 ） 、 航 空 総 隊 司 令 官 直 轄 部 隊 、

航 空 方 面 隊 司 令 官 直 轄 部 隊 （ 航 空 施 設 隊 、 航 空 音

楽 隊 、 中 部 航 空 方 面 隊 司 令 部 支 援 飛 行 隊 及 び 西 部

航 空 方 面 隊 司 令 部 支 援 飛 行 隊 を 除 く 。 次 項 に お い

て 同 じ 。 ） 、 航 空 支 援 集 団 司 令 官 直 轄 部 隊 （ 航 空

機 動 衛 生 隊 を 除 く 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 航 空



教 育 集 団 司 令 官 直 轄 部 隊 （ 飛 行 教 育 航 空 隊 及 び 教

材 整 備 隊 を 除 く 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 航 空 開

発 実 験 集 団 司 令 官 直 轄 部 隊 （ 電 子 開 発 実 験 群 を 除

く 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 学 校 、 補 給 本 部 、 補

給 処 及 び 病 院 に 部 隊 等 副 主 任 文 書 管 理 者 を 置 く 。

２ 前 項 の 部 隊 等 副 主 任 文 書 管 理 者 は 、 次 表 の と お

り と す る 。

部 隊 又 は 機 関 部 隊 等 副 主 任 文 書 管 理 者

航 空 総 隊 司 令 部 総 務 部 長

航 空 方 面 隊

航 空 支 援 集 団

航 空 教 育 集 団

航 空 開 発 実 験 集 団

防 衛 大 臣 直 轄 部 隊 長 副 司 令 又 は 総 務 部 長

（ 航 空 総 隊 、 航 空 支

援 集 団 、 航 空 教 育 集

団 、 航 空 開 発 実 験 集

団 、 宇 宙 作 戦 群 及 び

航 空 中 央 音 楽 隊 を 除

く 。 ）

航 空 総 隊 司 令 官 直 轄

部 隊 （ 航 空 方 面 隊 を



除 く 。 ）

航 空 方 面 隊 司 令 官 直

轄 部 隊

航 空 支 援 集 団 司 令 官

直 轄 部 隊

航 空 教 育 集 団 司 令 官

直 轄 部 隊

航 空 開 発 実 験 集 団 司

令 官 直 轄 部 隊

学 校 副 校 長

補 給 本 部 総 務 部 長

補 給 処 副 処 長

病 院 院 長 が 指 定 す る 副 院 長

３ 部 隊 等 副 主 任 文 書 管 理 者 は 、 前 条 第 ３ 項 に 規 定

す る 事 務 に つ い て 、 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 を 補 佐

す る も の と す る 。

（ 部 隊 等 文 書 管 理 総 括 課 ）

第 ５ 条 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 を 置 く 部 隊 及 び 機 関

に お い て 、 次 に 掲 げ る 事 務 を 行 う 部 課 等 を 部 隊 等

文 書 管 理 総 括 課 に 指 定 す る 。

( 1 ) 法 規 に 基 づ く 公 文 書 に 関 す る 事 務 等 を 行 う 部

課 等



( 2 ) 編 制 に 定 め る 機 能 区 分 に 基 づ く 総 務 に 関 す る

業 務 の う ち 、 公 文 書 に 関 す る 事 務 を 行 う 部 課 等

（ 文 書 管 理 者 ）

第 ６ 条 文 書 管 理 者 は 、 次 に 定 め る 者 と す る 。

( 1 ) 航 空 幕 僚 監 部 に あ っ て は 、 課 長 、 科 学 技 術 計

画 官 、 総 括 副 監 理 監 察 官 、 次 席 法 務 官 及 び 次 席

衛 生 官 並 び に こ れ に 準 ず る 者 と し て 航 空 幕 僚 長

が 指 定 す る 者

( 2 ) 司 令 部 に あ っ て は 、 部 長 又 は 課 長 若 し く は こ

れ に 準 ず る 者 と し て 部 隊 の 長 が 指 定 す る 者

( 3 ) 編 制 単 位 部 隊 を 有 し な い 編 制 部 隊 （ 司 令 部 を

除 く 。 ） 及 び 編 制 単 位 部 隊 で あ る 本 部 に あ っ て

は 、 部 隊 の 長 が 指 定 す る 者

( 4 ) 編 制 単 位 部 隊 （ 司 令 部 及 び 本 部 を 除 く 。 ） に

あ っ て は 、 部 隊 の 長

( 5 ) 機 関 （ 支 処 及 び 病 院 を 除 く 。 以 下 こ の 号 に お

い て 同 じ 。 ） に あ っ て は 、 部 長 及 び 機 関 の 長 に

直 結 す る 課 長 並 び に こ れ に 準 ず る 者 と し て 機 関

の 長 が 指 定 す る 者

( 6 ) 支 処 に あ っ て は 、 支 処 長 に 直 結 す る 課 長 及 び

こ れ に 準 ず る 者 と し て 支 処 長 が 指 定 す る 者

( 7 ) 病 院 に あ っ て は 、 部 長 及 び 医 療 安 全 評 価 官



( 8 ) 特 別 の 部 隊 に あ っ て は 、 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま

で に 掲 げ る 者 に 準 ず る 者

（ 文 書 管 理 担 当 者 の 報 告 等 ）

第 ７ 条 文 書 管 理 者 は 、 管 理 訓 令 第 ８ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 文 書 管 理 担 当 者 を 指 定 し た と き は 、 そ の

職 名 等 を 、 航 空 幕 僚 監 部 の 文 書 管 理 者 に あ っ て は

機 関 等 主 任 文 書 管 理 者 に 、 部 隊 等 （ 航 空 幕 僚 監 部

を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 文 書 管 理

者 に あ っ て は そ の 属 す る 部 隊 等 の 部 隊 等 主 任 文 書

管 理 者 （ 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 を 置 か な い 部 隊 の

文 書 管 理 者 に あ っ て は 、 そ の 直 近 上 級 の 部 隊 の 部

隊 等 主 任 文 書 管 理 者 ） に そ れ ぞ れ 報 告 す る も の と

す る （ 登 録 外 報 告 ） 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 報 告 を 受 け た 部 隊 等 主 任 文 書

管 理 者 は 、 別 紙 様 式 第 １ に よ り 指 揮 系 統 に 従 い 、

機 関 等 主 任 文 書 管 理 者 に 報 告 す る も の と す る （ 登

録 外 報 告 ） 。

３ 文 書 管 理 者 は 、 文 書 管 理 担 当 者 の 補 助 者 を 指 定

し た と き は 、 そ の 職 名 等 を 、 航 空 幕 僚 監 部 の 文 書

管 理 者 に あ っ て は 機 関 等 文 書 管 理 総 括 課 の 長 に 、

部 隊 等 の 文 書 管 理 者 に あ っ て は そ の 属 す る 部 隊 等

の 部 隊 等 文 書 管 理 総 括 課 （ 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者



を 置 か な い 部 隊 に あ っ て は 第 ５ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る

事 務 を 行 う 部 課 等 ） の 長 に そ れ ぞ れ 通 知 す る も の

と す る 。

（ 機 関 等 監 査 主 任 者 ）

第 ８ 条 機 関 等 監 査 主 任 者 は 、 航 空 幕 僚 監 部 総 括 副

監 理 監 察 官 と す る 。

（ 部 隊 等 監 査 主 任 者 等 ）

第 ９ 条 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 を 置 く 部 隊 及 び 機 関

に 部 隊 等 監 査 主 任 者 を 置 く 。

２ 前 項 の 部 隊 等 監 査 主 任 者 は 、 次 表 の と お り と す

る 。

部 隊 又 は 機 関 部 隊 等 監 査 主 任 者

航 空 総 隊 司 令 部 監 理 監 察 官

航 空 方 面 隊

航 空 支 援 集 団

航 空 教 育 集 団

航 空 開 発 実 験 集 団

防 衛 大 臣 直 轄 部 隊 （ 監 理 部 長 又 は 総 務 部 長 （

航 空 総 隊 、 航 空 支 援 監 理 部 長 又 は 総 務 部 長 を

集 団 、 航 空 教 育 集 団 置 か な い 部 隊 に あ っ て は

及 び 航 空 開 発 実 験 集 、 こ れ に 準 ず る 者 と し て

団 を 除 く 。 ） 部 隊 の 長 が 指 定 す る 者 ）



航 空 総 隊 司 令 官 直 轄

部 隊 （ 航 空 方 面 隊 を

除 く 。 ）

航 空 方 面 隊 司 令 官 直

轄 部 隊

航 空 支 援 集 団 司 令 官

直 轄 部 隊

航 空 教 育 集 団 司 令 官

直 轄 部 隊

航 空 開 発 実 験 集 団 司

令 官 直 轄 部 隊

編 制 単 位 群 部 隊 総 務 人 事 班 長 （ 総 務 人 事

班 長 を 置 か な い 部 隊 に あ

っ て は 、 こ れ に 準 ず る 者

と し て 部 隊 の 長 が 指 定 す

る 者 ）

学 校 総 務 課 長

補 給 本 部 監 理 監 察 官

補 給 処 企 画 課 長

支 処 総 務 課 長

病 院 総 務 部 長

３ 部 隊 等 監 査 主 任 者 は 、 機 関 等 監 査 主 任 者 又 は 直



近 上 級 の 部 隊 若 し く は 機 関 の 部 隊 等 監 査 主 任 者 が

分 掌 す る 事 務 の う ち 、 当 該 部 隊 又 は 機 関 に 係 る 管

理 訓 令 第 １ ０ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 監 査 の 事 務 を 分

掌 す る 。

４ 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 は 、 部 隊 等 監 査 主 任 者 が

第 ３ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 当 該 部 隊 等 主 任 文 書 管

理 者 が 分 掌 す る 事 務 を 補 佐 す る 事 務 に 従 事 す る 者

で あ る 場 合 に は 、 監 査 の 中 立 性 を 確 保 し 客 観 的 な

監 査 を 実 施 で き る 体 制 を 整 え る た め 、 当 該 事 務 に

従 事 す る 者 以 外 の 者 か ら 部 隊 等 監 査 主 任 者 の 補 助

者 を 指 定 す る も の と す る 。

第 ３ 章 文 書 の 形 式 等

第 １ 節 各 部 隊 達 等 の 制 定 者 及 び 命 令 の 発

令 者

（ 各 部 隊 達 等 の 制 定 者 ）

第 1 0 条 形 式 訓 令 別 表 第 １ に 規 定 す る こ れ に 準 ず る

部 隊 の 長 で 航 空 幕 僚 長 の 定 め る 者 は 、 部 隊 の う ち

、 直 近 上 級 の 司 令 部 等 と 所 在 地 を 同 じ く す る 編 制

単 位 部 隊 を 除 い た 部 隊 の 長 （ 形 式 訓 令 別 表 第 １ に

掲 げ る 者 を 除 く 。 ） と し 、 航 空 幕 僚 長 の 定 め る 分

屯 基 地 司 令 は 、 全 て の 分 屯 基 地 司 令 と す る 。

（ 行 動 命 令 の 発 令 者 ）



第 1 1 条 形 式 訓 令 別 表 第 ２ に 規 定 す る こ れ ら に 準 ず

る 部 隊 の 長 で 航 空 幕 僚 長 の 定 め る 者 は 、 編 制 単 位

部 隊 以 上 の 部 隊 の 長 （ 形 式 訓 令 別 表 第 ２ に 掲 げ る

者 を 除 く 。 ） と す る 。

（ 一 般 命 令 の 発 令 者 ）

第 1 2 条 形 式 訓 令 別 表 第 ３ に 規 定 す る こ れ ら に 準 ず

る 部 隊 の 長 で 航 空 幕 僚 長 の 定 め る 者 は 、 編 制 単 位

部 隊 以 上 の 部 隊 の 長 （ 形 式 訓 令 別 表 第 ３ に 掲 げ る

者 を 除 く 。 ） と し 、 航 空 幕 僚 長 の 定 め る 分 屯 基 地

司 令 は 、 全 て の 分 屯 基 地 司 令 と す る 。

（ 個 別 命 令 の 発 令 者 ）

第 1 3 条 形 式 訓 令 第 １ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 航

空 幕 僚 長 の 定 め る 者 は 、 編 制 単 位 部 隊 以 上 の 部 隊

の 長 及 び 特 別 の 部 隊 の 長 並 び に 機 関 の 長 と す る 。

（ 日 日 命 令 の 発 令 者 ）

第 1 4 条 形 式 訓 令 第 １ １ 条 の 規 定 に 基 づ く 航 空 幕 僚

長 の 定 め る 者 は 、 前 条 に 規 定 す る 者 及 び 基 地 司 令

等 と す る 。

第 ２ 節 個 別 命 令 及 び 日 日 命 令 を も っ て 発

す る 事 項

（ 個 別 命 令 を も っ て 発 す る 事 項 ）

第 1 5 条 個 別 命 令 を も っ て 発 す る 事 項 は 、 次 に 掲 げ



る 事 項 と す る 。

( 1 ) 配 置 指 定

( 2 ) 臨 時 勤 務

( 3 ) 勤 務 停 止

( 4 ) 停 職 中 の 職 務 従 事

( 5 ) 居 住 場 所 の 指 定

( 6 ) 職 務 の 付 加 等

( 7 ) 幹 部 勤 務

( 8 ) 救 難 降 下 訓 練 生 、 検 定 操 縦 士 等 の 指 定

( 9 ) 入 校 又 は 教 育 入 隊 し た 者 に 対 す る 教 育 の 開 始

、 修 了 等

( 1 0 ) 航 空 幕 僚 長 が 別 に 指 定 す る 講 習 の 受 講 等

( 1 1 ) 実 務 訓 練 の 開 始 等

( 1 2 ) 訓 練 又 は 演 習 へ の 参 加 等

( 1 3 ) 前 各 号 に 準 ず る 事 項

（ 日 日 命 令 を も っ て 発 す る 事 項 ）

第 1 6 条 日 日 命 令 を も っ て 発 す る 事 項 は 、 次 に 掲 げ

る 事 項 と す る 。

( 1 ) 日 常 の 勤 務 及 び 作 業

( 2 ) 日 課 の 変 更 及 び 特 例

( 3 ) 基 地 服 務

( 4 ) 儀 式 及 び 行 事



( 5 ) 前 各 号 の ほ か 、 行 動 命 令 、 一 般 命 令 又 は 個 別

命 令 を も っ て 発 す る こ と と 定 め ら れ て い る 事 項

以 外 の 事 項

第 ３ 節 救 難 区 域 指 揮 官 が 発 す る 命 令 の 名

称

第 1 7 条 航 空 救 難 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 ３ ５ 年 防 衛 庁

訓 令 第 ５ ６ 号 ） 第 ６ 条 に 規 定 す る 区 域 指 揮 官 が 、

自 衛 隊 の 災 害 派 遣 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 ５ ５ 年 防 衛

庁 訓 令 第 ２ ８ 号 ） 第 ２ ７ 条 に 規 定 す る 航 空 救 難 の

場 合 に 発 す る 行 動 命 令 に は 、 救 難 区 域 の 区 分 に 応

じ 、 そ れ ぞ れ 「 第 ○ 救 難 区 域 」 を 冠 す る も の と す

る 。

２ 航 空 救 難 に 関 す る 訓 令 第 ７ 条 の 規 定 に 基 づ き 、

区 域 指 揮 官 が 発 す る 一 般 命 令 に は 、 救 難 区 域 の 区

分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 「 第 ○ 救 難 区 域 」 を 冠 す る も

の と す る 。

第 ４ 節 通 達 類 等 の 種 類 及 び 用 法

（ 通 達 類 の 種 類 及 び 用 法 ）

第 1 8 条 通 達 類 は 、 そ の 内 容 に 応 じ て 次 の 各 号 に 掲

げ る 種 類 に 区 分 す る も の と し 、 そ の 用 法 は 、 そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と お り と す る 。

( 1 ) 通 達 権 限 を 有 す る 者 が 、 当 該 権 限 に 属 す る



事 項 に つ い て 処 置 を 命 ず る 場 合 又 は 達 等 の 解 釈

、 運 用 方 針 等 に つ い て 定 め る 場 合 に 用 い る 。

( 2 ) 承 認 権 限 を 有 す る 者 が 、 当 該 権 限 に 属 す る

事 項 に つ い て 、 一 定 の 行 為 を す る こ と を 内 容 と

す る 下 級 又 は 航 空 自 衛 隊 以 外 の 者 の 申 請 に 対 し

て 、 同 意 を 与 え る 場 合 に 用 い る 。

( 3 ) 許 可 権 限 を 有 す る 者 が 、 当 該 権 限 に 属 す る

事 項 で 、 法 規 等 に よ り 一 般 的 に 禁 止 さ れ て い る

行 為 を 特 定 の 場 合 に 解 除 す る 場 合 に 用 い る 。

( 4 ) 上 申 権 限 を 有 す る 上 級 者 に 対 し て 、 そ の 下

級 者 が 当 該 上 級 者 の 権 限 に 属 す る 事 項 に つ い て

、 希 望 又 は 意 見 を 述 べ る 場 合 に 用 い る 。

( 5 ) 申 請 権 限 を 有 す る 者 に 対 し て 、 そ の 下 級 又

は 航 空 自 衛 隊 以 外 の 者 が 当 該 有 権 者 の 権 限 に 属

す る 事 項 に つ い て 、 承 認 若 し く は 許 可 を 請 い 、

又 は 特 定 の 行 為 を 求 め る 場 合 に 用 い る 。

( 6 ) 報 告 法 規 等 又 は 契 約 に 基 づ い て 、 一 定 の 事

実 に つ い て そ の 状 況 若 し く は 結 果 を 知 ら せ る 場

合 又 は 権 限 を 有 す る 上 級 者 に 対 し て 、 そ の 下 級

者 が 当 該 上 級 者 の 権 限 に 属 す る 事 項 に 関 し て 、

そ の 状 況 若 し く は 結 果 を 知 ら せ る 場 合 に 用 い る

。



( 7 ) 進 達 権 限 を 有 す る 上 級 者 に 対 し て 提 出 す べ

き 文 書 が 、 そ の 下 級 者 を 経 由 す べ き も の と さ れ

て い る 場 合 に 、 当 該 下 級 者 が そ の 文 書 を 上 級 者

に 取 り 次 ぐ 場 合 に 用 い る 。

( 8 ) 通 知 一 定 の 事 実 、 処 置 又 は 意 思 を 知 ら せ る

場 合 に 用 い る 。

( 9 ) 協 議 法 規 等 の 規 定 に 基 づ い て 、 一 定 の 事 項

に つ い て 打 ち 合 わ せ る 場 合 又 は 権 限 を 有 す る 者

が 一 定 の 行 為 を す る 場 合 に そ の 事 項 が 他 の 者 の

権 限 に 関 連 す る と き 、 そ の 者 と 打 ち 合 わ せ る 場

合 に 用 い る 。

( 1 0 ) 照 会 質 疑 又 は 意 見 等 を 問 い 合 わ せ る 場 合 に

用 い る 。

( 1 1 ) 依 頼 一 定 の 事 項 を 頼 む 場 合 に 用 い る 。

( 1 2 ) 回 答 上 申 、 協 議 、 照 会 、 依 頼 等 に 対 し て 返

答 す る 場 合 又 は 申 請 に 対 し て 承 認 若 し く は 許 可

し な い 旨 の 返 答 を す る 場 合 に 用 い る 。

（ 伺 い ）

第 1 9 条 他 の 種 類 の 文 書 を も っ て 処 理 さ れ な い 事 案

に つ い て 、 権 限 を 有 す る 者 に 業 務 の 方 針 、 計 画 そ

の 他 の 処 置 に つ い て の 意 思 の 確 認 、 決 定 又 は 認 可

を 得 る こ と を 目 的 と し て 作 成 す る 文 書 は 、 伺 い と



す る 。

第 ５ 節 文 書 の 書 式 等

（ 部 隊 等 の 略 号 等 ）

第 2 0 条 通 達 類 は 、 番 号 の 前 に 発 簡 者 の 部 隊 等 の 名

称 の 略 号 を 付 す も の と し 、 必 要 に 応 じ て 部 隊 等 の

名 称 の 略 号 の 次 に 主 管 部 課 の 名 称 の 略 号 を 付 す こ

と が で き る 。 た だ し 、 発 簡 者 が 基 地 司 令 等 で あ る

場 合 は 、 基 地 等 の 名 称 の 略 号 の み と す る 。

２ 防 衛 大 臣 直 轄 部 隊 、 機 関 （ 幹 部 候 補 生 学 校 、 術

科 学 校 及 び 補 給 処 を 除 く 。 ） 及 び 基 地 等 の 名 称 の

略 号 は 航 空 幕 僚 長 が 、 そ の 他 の 部 隊 等 （ 航 空 幕 僚

監 部 を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 名 称

の 略 号 は 別 表 第 １ の 例 に よ り 当 該 部 隊 等 を 指 揮 監

督 す る 上 級 の 部 隊 等 の 長 が 、 そ れ ぞ れ 定 め る も の

と す る 。

３ 主 管 部 課 の 名 称 の 略 号 は 、 別 表 第 １ の 例 に よ り

部 隊 等 の 長 が 定 め る 。

（ 例 規 通 達 類 ）

第 2 1 条 次 に 掲 げ る 通 達 類 の う ち 、 恒 常 的 な 事 務 処

理 の 準 拠 と す べ き も の に つ い て は 、 番 号 の 次 に 「

例 規 」 と 表 示 す る 。

( 1 ) 航 空 幕 僚 長 の 発 す る 通 達 類



( 2 ) 航 空 幕 僚 監 部 の 部 長 、 科 学 技 術 官 、 監 理 監 察

官 、 首 席 法 務 官 及 び 首 席 衛 生 官 （ 以 下 こ の 号 に

お い て 「 部 長 等 」 と い う 。 ） の 発 す る 通 知 （ 他

の 部 長 等 を 宛 先 と す る も の に 限 る 。 ）

（ 通 達 類 の 宛 先 ）

第 2 2 条 通 達 、 承 認 及 び 許 可 の 宛 先 は 、 直 近 下 級 の

権 限 を 有 す る 者 と す る 。

２ 上 申 、 申 請 、 報 告 及 び 進 達 の 宛 先 は 、 直 近 上 級

の 権 限 を 有 す る 者 と す る 。 た だ し 、 別 に 定 め ら れ

た も の を 除 き 、 防 衛 大 臣 に 提 出 す る 文 書 の 宛 先 は

、 航 空 幕 僚 長 と す る 。

３ 宛 先 の 主 管 部 課 が 明 白 な 場 合 の 通 達 類 （ 通 達 、

承 認 及 び 許 可 を 除 く 。 ） に は 、 宛 先 の 次 の 行 に 「

（ ○ ○ 課 長 気 付 ） 」 の 例 に よ り 、 主 管 部 課 長 名 を

表 示 す る も の と す る 。

第 2 3 条 上 級 の 権 限 を 有 す る 者 は 、 次 の 各 号 の い ず

れ か に 該 当 す る も の を 内 容 と す る 通 達 類 で 、 直 近

下 級 の 権 限 を 有 す る 者 を 通 じ て 更 に 下 級 の 権 限 を

有 す る 者 に 宛 て る 必 要 が あ る 場 合 は 、 前 条 の 規 定

に か か わ ら ず 、 そ れ ぞ れ の 下 級 の 権 限 を 有 す る 者

を 宛 先 と し て 連 記 す る こ と が で き る 。

( 1 ) 直 近 下 級 の 権 限 を 有 す る 者 と 調 整 の 必 要 が な



い も の

( 2 ) 直 近 下 級 の 権 限 を 有 す る 者 の 裁 量 の 余 地 が な

い も の で 、 か つ 、 急 を 要 す る も の

２ 下 級 の 権 限 を 有 す る 者 は 、 自 衛 隊 法 第 ６ 章 に 規

定 す る 自 衛 隊 の 行 動 又 は 天 災 地 変 そ の 他 の 災 害 若

し く は 事 故 の 発 生 等 の 場 合 で 、 電 報 に よ り 単 に 事

実 を 報 告 す る と き 、 及 び 別 に 定 め る 場 合 に は 宛 先

を 連 記 す る こ と が で き る 。

（ 通 達 類 の 発 簡 者 名 ）

第 2 4 条 通 達 類 の 発 簡 者 名 は 、 権 限 を 有 す る 者 又 は

そ の 者 か ら 指 定 さ れ た 者 の 職 名 と す る 。

（ 経 由 文 書 ）

第 2 5 条 下 級 の 権 限 を 有 す る 者 か ら 上 級 の 権 限 を 有

す る 者 を 通 じ て 、 更 に 上 級 の 権 限 を 有 す る 者 を 宛

先 と す る 文 書 は 経 由 文 書 と し 、 あ ら か じ め 経 由 す

る こ と を 認 め ら れ た 上 申 、 申 請 、 報 告 及 び 進 達 （

電 報 及 び 電 送 文 書 （ 以 下 「 電 報 等 」 と い う 。 ） に

よ る も の を 除 く 。 ） に つ い て 用 い る こ と が で き る

。

２ 経 由 文 書 に は 、 宛 先 の 次 に 、 次 の 欄 を 設 け る も

の と す る 。

経 経 由 先 経 由 番 号 経 由 年 月 日



由

（ 添 付 書 類 の 種 類 ）

第 2 6 条 形 式 訓 令 様 式 第 ３ 、 様 式 第 ６ 、 様 式 第 ８ 、

様 式 第 ９ 及 び 様 式 第 １ １ に 定 め る 添 付 書 類 の 種 類

は 、 別 紙 類 、 別 冊 類 及 び 別 添 と し 、 そ の 用 法 は 別

に 定 め る 。

（ 総 括 宛 先 ）

第 2 7 条 宛 先 を 連 記 す る 場 合 は 、 文 書 総 括 宛 先 表 に

よ る こ と が で き る 。

２ 文 書 総 括 宛 先 表 は 、 別 に 定 め る 。

（ 配 布 区 分 連 記 の 方 法 ）

第 2 8 条 形 式 訓 令 様 式 第 ３ 、 様 式 第 ６ 、 様 式 第 ８ 、

様 式 第 ９ 及 び 様 式 第 １ １ に 定 め る 配 布 区 分 に は 、

部 隊 等 の 長 の 名 称 を 連 記 す る こ と が で き る 。 こ の

場 合 、 文 書 総 括 宛 先 表 中 の 配 布 区 分 符 号 に よ る こ

と が で き る 。

第 ４ 章 文 書 の 処 理

第 １ 節 通 則

（ 文 書 主 義 の 原 則 ）

第 2 9 条 管 理 訓 令 第 １ ２ 条 の 規 定 に よ り 文 書 を 作 成

す る に 当 た り 、 確 実 に 伝 達 さ れ る こ と が 必 要 な も

の に つ い て は 、 形 式 訓 令 第 ６ 条 か ら 第 １ １ 条 ま で



、 第 １ ４ 条 及 び 第 １ ４ 条 の ３ 並 び に こ の 達 第 １ ８

条 及 び 第 １ ９ 条 に 規 定 す る 文 書 の 種 類 に よ り 作 成

す る も の と す る 。

２ 形 式 訓 令 第 ６ 条 に 規 定 す る 文 書 を 作 成 し た 場 合

に は 、 通 達 類 に よ り 部 隊 等 （ 航 空 幕 僚 監 部 を 除 く

。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） の 長 に 伝 達 す る も の と す

る 。

３ 形 式 訓 令 第 ７ 条 に 規 定 す る 文 書 を 作 成 し た 場 合

に は 、 通 達 類 に よ り 隷 下 又 は 管 理 下 の 部 隊 等 の 長

に 伝 達 す る も の と す る 。

４ 第 １ ９ 条 に 規 定 す る 文 書 を 作 成 し た 場 合 で 、 当

該 文 書 を 伝 達 す る 必 要 が あ る と き は 、 通 達 類 に よ

り 部 隊 等 の 長 に 伝 達 す る も の と す る 。

（ 適 切 か つ 効 率 的 な 文 書 作 成 ）

第 3 0 条 管 理 訓 令 第 １ ４ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 電 子 掲

示 板 等 を 活 用 す る 文 書 の 作 成 の 方 法 に つ い て は 、

部 隊 及 び 機 関 に お い て は 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 が

そ れ ぞ れ の 実 情 に 応 じ て 示 す も の と す る 。

２ 航 空 幕 僚 監 部 の 文 書 管 理 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 文 書 を 作 成 し た 場 合 に は 、 当 該 文 書 を 電 子 掲 示

板 等 に 掲 載 す る よ う 努 め る も の と す る 。

( 1 ) 航 空 幕 僚 監 部 内 に 周 知 す る 文 書 の う ち 保 存 期



間 が １ 年 未 満 の 軽 微 な も の

( 2 ) 継 続 的 に 使 用 す る 様 式 を 定 め る 文 書

( 3 ) そ の 他 電 子 掲 示 板 等 に 掲 載 す る こ と が 適 当 な

文 書

（ 備 付 帳 簿 ）

第 3 1 条 機 関 等 文 書 管 理 総 括 課 、 部 隊 等 文 書 管 理 総

括 課 及 び 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 を 置 か な い 部 隊 に

お い て 第 ５ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 務 を 行 う 部 課 等 （

以 下 「 機 関 等 文 書 管 理 総 括 課 等 」 と い う 。 ） 並 び

に 主 管 部 課 は 、 文 書 の 処 理 を 確 実 に 行 う た め 、 別

表 第 ２ に 定 め る 帳 簿 を 備 え 付 け る も の と す る 。

第 ２ 節 接 受

（ 文 書 の 接 受 に 係 る 処 理 等 ）

第 3 2 条 文 書 は 、 主 管 部 課 に お い て 接 受 す る も の と

す る 。

２ 主 管 部 課 に お い て 接 受 し た 文 書 は 、 文 書 管 理 シ

ス テ ム を 用 い て 暦 年 ご と の 一 連 番 号 で あ る 受 付 番

号 （ 以 下 「 受 付 番 号 」 と い う 。 ） を 付 与 し 、 受 付

の 記 録 を 入 力 し 、 及 び 保 存 す る も の と す る 。 た だ

し 、 当 該 文 書 が 秘 密 保 全 に 関 す る 訓 令 （ 平 成 １ ９

年 防 衛 省 訓 令 第 ３ ６ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

秘 密 及 び 特 定 秘 密 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ２ ５



年 法 律 第 １ ０ ８ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定

秘 密 が 含 ま れ る 文 書 （ 以 下 「 秘 等 文 書 」 と い う 。

） 並 び に こ れ ら の 指 定 が 予 想 さ れ る も の が 含 ま れ

る 文 書 の 場 合 そ の 他 の 当 該 文 書 を 文 書 管 理 シ ス テ

ム に 保 存 す る こ と が で き な い 事 由 が あ る 文 書 の 場

合 に は 、 当 該 シ ス テ ム へ の 保 存 に 代 え て 、 当 該 文

書 に 別 紙 第 １ に 定 め る 受 付 を 行 っ た 旨 の 表 示 を 行

う も の と す る 。

３ 主 管 部 課 に お い て 接 受 を 行 う 前 に 機 関 等 文 書 管

理 総 括 課 等 で 接 受 し た 文 書 に つ い て は 、 別 表 第 ２

に 定 め る 来 簡 文 書 接 受 簿 に 記 録 し 、 当 該 文 書 に 暦

年 ご と の 一 連 番 号 で あ る 整 理 番 号 （ 以 下 「 整 理 番

号 」 と い う 。 ） を 表 示 し た 上 で 、 関 係 部 隊 等 又 は

主 管 部 課 に 配 布 す る も の と す る 。

４ 秘 等 文 書 は 、 機 関 等 文 書 管 理 総 括 課 等 に お い て

外 側 の 封 筒 又 は 包 装 を 開 封 し 、 内 側 の 封 筒 又 は 包

装 を 開 封 す る こ と な く 、 秘 密 保 全 に 関 す る 達 （ 平

成 １ ９ 年 航 空 自 衛 隊 達 第 １ ５ 号 ） 第 ４ ２ 条 又 は 特

定 秘 密 の 保 護 に 関 す る 達 （ 平 成 ２ ６ 年 航 空 自 衛 隊

達 第 ７ ９ 号 ） 第 ３ ６ 条 の 規 定 に よ り 処 理 す る と と

も に 、 内 側 の 封 筒 又 は 包 装 に 整 理 番 号 を 表 示 す る

も の と す る 。



５ 書 留 郵 便 物 等 は 、 機 関 等 文 書 管 理 総 括 課 等 に お

い て 別 表 第 ２ に 定 め る 書 留 郵 便 物 等 接 受 簿 に 記 録

し 、 関 係 部 隊 等 又 は 主 管 部 課 に 配 布 し 、 受 領 者 の

確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

６ 前 項 の 場 合 に お い て 、 １ の 文 書 が ２ 以 上 の 部 課

等 の 所 掌 事 務 に 関 係 が あ る と き は 、 最 も 関 係 の あ

る 部 課 等 に 配 布 す る も の と す る 。

７ 親 展 文 書 は 、 開 封 す る こ と な く 速 や か に 宛 先 へ

配 布 す る も の と す る 。

８ 電 報 を 受 け た 通 信 所 の 長 は 、 機 関 等 文 書 管 理 総

括 課 等 の 長 と 通 信 指 揮 官 と の 協 議 す る と こ ろ に よ

り 、 機 関 等 文 書 管 理 総 括 課 等 又 は 主 管 部 課 若 し く

は 秘 密 の 管 理 者 等 （ 秘 密 保 全 に 関 す る 達 第 ３ 条 に

規 定 す る 管 理 者 又 は 特 定 秘 密 の 保 護 に 関 す る 達 第

３ 条 に 規 定 す る 特 定 秘 密 管 理 者 補 を い う 。 ） に 直

接 配 布 す る こ と が で き る 。

９ 機 関 等 文 書 管 理 総 括 課 等 は 、 接 受 し た 文 書 等 の

配 布 又 は 送 付 を 、 少 な く と も １ 日 ２ 回 以 上 行 う も

の と す る 。

第 3 3 条 削 除

（ 課 業 時 間 外 の 来 簡 文 書 等 の 処 理 ）

第 3 4 条 課 業 時 間 外 に お け る 来 簡 文 書 等 は 、 基 地 業



務 担 当 部 隊 等 の 当 直 幹 部 が 受 領 す る も の と し 、 当

該 文 書 等 の う ち 書 留 郵 便 物 等 は 、 別 表 第 ２ に 定 め

る 書 留 郵 便 物 等 接 受 簿 に 記 録 す る も の と す る 。

２ 基 地 業 務 担 当 部 隊 等 の 当 直 幹 部 は 、 受 領 し た 文

書 等 を 、 次 の 課 業 開 始 時 に 基 地 の 郵 政 業 務 を 担 当

す る 部 隊 等 の 機 関 等 文 書 管 理 総 括 課 等 に 引 き 継 ぎ

、 受 領 者 の 確 認 を 受 け る も の と す る 。 た だ し 、 速

や か に 処 理 す る 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の に つ

い て は 、 基 地 業 務 担 当 部 隊 等 の 長 の 定 め る と こ ろ

に よ り 処 理 す る も の と す る 。

（ 経 由 文 書 の 経 由 先 に お け る 処 置 ）

第 3 5 条 第 ２ ５ 条 に 規 定 す る 経 由 文 書 を 接 受 し た 経

由 先 の 部 隊 等 の 長 又 は 基 地 司 令 は 、 当 該 経 由 文 書

に 暦 年 ご と の 一 連 番 号 で あ る 経 由 番 号 及 び 経 由 年

月 日 を 付 与 し て 宛 先 に 送 付 す る も の と す る 。

２ 経 由 文 書 に 意 見 を 付 す 場 合 は 、 経 由 先 の 部 隊 等

の 長 又 は 基 地 司 令 は 、 当 該 経 由 文 書 を 進 達 と し て

改 め て 起 案 す る も の と す る 。

第 ３ 節 起 案 、 合 議 、 審 査 及 び 決 裁

（ 文 書 の 起 案 ）

第 3 6 条 文 書 の 起 案 は 、 主 管 部 課 に お い て 行 う 。

２ 航 空 幕 僚 監 部 に お い て 、 個 別 命 令 そ の 他 別 に 定



め る 文 書 を 起 案 す る 際 の 起 案 用 紙 は 、 原 則 と し て

別 紙 様 式 第 １ の ２ と す る 。

３ 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 、 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者

を 置 か な い 部 隊 の う ち 直 近 上 級 の 司 令 部 等 と 所 在

地 を 異 に す る 編 制 単 位 部 隊 の 文 書 管 理 者 及 び 基 地

司 令 等 は 、 別 紙 様 式 第 １ の ２ を 基 準 と し て 当 該 部

隊 等 及 び 基 地 等 に お い て 用 い る 起 案 用 紙 の 様 式 を

定 め る も の と す る 。

４ 上 申 、 申 請 、 報 告 等 で 様 式 の 定 め ら れ て い る も

の に つ い て は 、 上 端 に 「 原 議 」 の 表 示 を 行 い 起 案

用 紙 に 代 え る こ と が で き る 。 こ の 場 合 は 、 合 議 、

審 査 、 決 裁 、 発 簡 番 号 等 の 必 要 な 事 項 を 適 宜 こ れ

に 加 え る も の と す る 。

５ 起 案 者 は 、 起 案 文 書 に つ い て 、 主 管 部 課 長 の 確

認 を 得 た 後 、 別 表 第 ２ に 定 め る 起 案 簿 に 記 録 し 、

起 案 用 紙 に 暦 年 ご と の 一 連 番 号 で あ る 起 案 番 号 を

記 入 す る も の と す る 。

（ 電 報 に よ り 処 理 す る 場 合 の 起 案 ）

第 3 7 条 電 報 に よ り 処 理 す る 場 合 の 起 案 は 、 別 紙 様

式 第 ２ に 定 め る 電 報 起 案 紙 を 用 い て 行 う も の と す

る 。

（ 文 書 審 査 担 当 者 ）



第 3 8 条 機 関 等 文 書 管 理 総 括 課 等 に 文 書 審 査 担 当 者

一 人 を 置 く 。

２ 前 項 の 文 書 審 査 担 当 者 は 、 機 関 等 文 書 管 理 総 括

課 に あ っ て は 航 空 幕 僚 監 部 総 務 部 総 務 課 文 書 班 長

と し 、 部 隊 等 文 書 管 理 総 括 課 に あ っ て は 当 該 部 隊

等 文 書 管 理 総 括 課 の 長 が 、 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者

を 置 か な い 部 隊 に お い て 第 ５ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 事

務 を 行 う 部 課 等 に あ っ て は 当 該 部 課 等 の 長 が 、 そ

れ ぞ れ 指 定 す る も の と す る 。

（ 審 査 ）

第 3 9 条 部 隊 等 の 長 又 は 基 地 司 令 等 の 決 裁 の 文 書 で

発 簡 番 号 を 付 与 す る こ と が 必 要 な 文 書 を 起 案 す る

場 合 に は 、 文 書 審 査 担 当 者 を 経 て 機 関 等 文 書 管 理

総 括 課 等 の 長 又 は そ の 委 任 を 受 け た 者 の 審 査 を 受

け な け れ ば な ら な い 。

２ 部 隊 等 の 長 又 は 基 地 司 令 等 は 、 上 申 、 申 請 、 報

告 等 で 様 式 の 定 め ら れ て い る も の 又 は 業 務 の 処 理

上 秘 匿 を 要 す る も の に つ い て は 機 関 等 文 書 管 理 総

括 課 等 以 外 の 部 課 等 の 長 に 、 課 業 時 間 外 に お け る

電 報 に つ い て は 当 直 幹 部 に 、 そ れ ぞ れ 審 査 の 一 部

又 は 全 部 を 行 わ せ る こ と が で き る 。

３ 達 そ の 他 の 例 規 的 文 書 の 審 査 を 所 掌 す る 部 課 等



が 置 か れ て い る 部 隊 等 に お い て は 、 こ れ ら の 文 書

は 、 当 該 部 課 等 の 長 の 審 査 を 受 け な け れ ば な ら な

い 。

（ 決 裁 ）

第 4 0 条 起 案 文 書 の 決 裁 は 、 合 議 （ 審 査 を 受 け る こ

と が 必 要 な 文 書 に つ い て は 合 議 及 び 審 査 ） を 経 た

後 、 当 該 事 案 に つ い て 決 定 の 権 限 を 有 す る 者 又 は

そ の 者 の 定 め る と こ ろ に よ り 専 決 の 権 限 を 与 え ら

れ た 者 が 行 う 。

２ 決 裁 を 行 う 者 が 航 空 幕 僚 長 又 は 航 空 幕 僚 副 長 で

あ る 場 合 、 航 空 幕 僚 監 部 総 務 部 総 務 課 庶 務 室 長 の

進 達 を 受 け る も の と す る 。

（ 決 裁 後 の 処 理 ）

第 4 1 条 第 ３ ６ 条 第 ２ 項 、 第 ３ 項 若 し く は 第 ４ 項 又

は 第 ３ ７ 条 に 規 定 す る 起 案 用 紙 を 用 い る 文 書 に つ

い て は 、 機 関 等 文 書 管 理 総 括 課 等 に お い て 、 必 要

な 合 議 そ の 他 の 正 当 な 手 続 に よ る 決 裁 を 経 て い る

こ と 等 を 確 認 の 上 、 別 紙 第 ２ に 定 め る 決 裁 済 で あ

る 旨 の 表 示 を 行 い 、 発 簡 番 号 及 び 日 付 を 付 し て 原

議 書 と す る 。

２ 前 項 の 原 議 書 は 、 第 ５ ０ 条 の 規 定 に よ り 集 中 保

管 す る も の を 除 き 、 主 管 部 課 に 返 却 す る 。



第 ４ 節 文 書 の 発 簡 等

（ 発 簡 番 号 ）

第 4 2 条 発 簡 番 号 は 、 機 関 等 文 書 管 理 総 括 課 等 に お

い て 文 書 の 種 類 ご と に 暦 年 ご と の 一 連 の 番 号 を 付

与 し 、 別 表 第 ２ に 定 め る 文 書 台 帳 に 記 録 す る も の

と す る 。

（ 公 印 省 略 等 ）

第 4 3 条 前 条 の 規 定 に よ り 発 簡 番 号 を 付 与 し た 正 文

書 へ の 公 印 及 び 契 印 の 押 印 は 、 当 該 文 書 を 作 成 す

る 主 管 部 課 の 文 書 管 理 者 が 発 簡 者 名 の 下 に 「 （ 公

印 省 略 ） 」 と 記 載 し た 上 で 決 裁 を 経 る こ と に よ り

、 こ れ を 省 略 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 防 衛 省

（ 防 衛 装 備 庁 を 含 む 。 ） 外 の 宛 先 か ら 求 め が あ る

場 合 に は 、 防 衛 省 本 省 の 部 局 等 に お い て 使 用 す る

公 印 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 ３ ９ 年 防 衛 庁 訓 令 第 ３ ６

号 ） 第 ８ 条 に 規 定 す る 者 が 公 印 及 び 契 印 を 押 印 す

る も の と す る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 公 印 を 押 印 す る 正 文 書 （ 電 送

文 書 を 除 く 。 ） で 航 空 自 衛 隊 以 外 に 宛 て る も の に

は 、 契 印 を 押 印 す る も の と す る 。

３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 印 及 び 契 印 を 押 印 す る 正

文 書 の 写 文 書 に は 、 本 紙 第 １ 面 の 右 上 方 空 白 部 に



○写 の 印 を 押 す 。 た だ し 、 当 該 写 文 書 の 配 布 先 が 航

空 自 衛 隊 内 で あ る と き は 、 当 該 印 を 省 略 す る も の

と す る 。

４ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 印 を 押 印 す る 達 に つ い て

は 、 原 議 書 と と も に 保 存 す る 一 通 に つ い て の み こ

れ を 行 い 、 他 は 省 略 す る こ と が で き る も の と す る

。

（ 外 国 文 ）

第 4 4 条 外 国 の 政 府 、 機 関 又 は 個 人 に 宛 て る 文 書 は

、 通 常 、 和 文 を も っ て 正 文 書 と し 、 参 考 と し て 外

国 文 を 添 え る こ と が で き る 。

２ 正 文 書 が 外 国 文 で あ る 場 合 は 、 発 簡 者 が 自 署 し

て 職 印 の 押 印 に 代 え る も の と す る 。

第 ５ 節 送 付 等

（ 送 付 ）

第 4 5 条 文 書 の 送 付 は 、 宛 先 （ 個 別 命 令 に あ っ て は

受 令 者 の 属 す る 部 隊 等 の 長 ） に 対 し て は 正 文 書 の

ほ か に 、 必 要 が あ る 場 合 は 、 写 文 書 を 添 え る こ と

が で き る 。

２ 宛 先 以 外 の 関 係 者 に 対 し て は 配 布 区 分 と し て 写

文 書 を 送 付 す る 。

３ 機 関 等 文 書 管 理 総 括 課 等 が 文 書 を 送 付 す る と き



は 、 当 該 文 書 に 別 紙 様 式 第 ３ に 定 め る 文 書 送 付 票

及 び 文 書 受 領 票 を 添 え て 、 宛 先 ご と に 封 入 し 、 又

は 包 装 す る も の と す る 。

（ 電 報 等 の 頼 信 等 ）

第 4 6 条 電 報 等 は 、 決 裁 後 速 や か に 主 管 部 課 か ら 通

信 所 に 頼 信 す る も の と す る 。

２ 電 報 等 を 頼 信 す る 場 合 に お い て 、 当 該 電 報 等 の

発 信 者 及 び 発 簡 者 と 同 一 の 基 地 等 に 所 在 す る 者 を

着 信 者 及 び 写 着 信 者 又 は 宛 先 及 び 配 布 区 分 に 含 む

と き は 、 そ の 必 要 部 数 を 主 管 部 課 に お い て 複 製 し

、 第 ４ ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 処 置 の 後 、 使 送 す る

も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 航 空 幕 僚 監 部 は

市 ヶ 谷 基 地 に 所 在 す る も の と す る 。

（ 電 話 に よ る 伝 達 ）

第 4 7 条 原 議 書 の 内 容 （ 原 則 と し て 秘 匿 を 要 す る も

の 及 び 次 条 に 規 定 す る 上 級 部 隊 等 へ の 定 時 報 告 で

あ っ て 防 衛 大 臣 又 は 上 級 部 隊 等 の 長 の 判 断 に 資 す

る も の を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） が 軽

微 な も の に つ い て は 、 航 空 自 衛 隊 内 に 限 り 、 電 話

に よ り 原 議 書 の 内 容 を 伝 達 す る こ と に よ っ て 、 文

書 の 送 付 に 代 え る こ と が で き る 。

２ 電 話 に よ る 伝 達 （ 以 下 「 電 話 伝 達 」 と い う 。 ）



は 、 通 常 、 主 管 部 課 相 互 の 間 に お い て 行 う も の と

す る 。

３ 電 話 伝 達 を 行 う 場 合 に お い て 、 当 該 文 書 の 起 案

を 第 ３ ６ 条 第 ２ 項 又 は 第 ３ 項 に 規 定 す る 起 案 用 紙

を 用 い て 行 っ た と き は 、 起 案 者 は 起 案 用 紙 の 「 電

話 」 欄 に 示 す 事 項 を 記 入 す る も の と す る 。 た だ し

、 「 （ 被 伝 達 者 ） 」 に つ い て は 、 伝 達 が 終 わ っ た

と き に 記 入 す る こ と が で き る 。

４ 電 話 伝 達 を 受 け る 場 合 、 被 伝 達 者 は 形 式 訓 令 様

式 第 ３ 、 様 式 第 ６ 、 様 式 第 ８ 、 様 式 第 ９ 及 び 様 式

第 １ １ の 書 式 に よ り 伝 達 内 容 を 記 録 し 、 復 唱 し て

確 認 の 上 、 伝 達 者 及 び 被 伝 達 者 の 所 属 （ 部 隊 等 名

及 び 部 課 等 名 ） 及 び 姓 階 級 等 （ 事 務 官 等 の 場 合 、

官 名 ） を 本 紙 と な る 部 分 の 余 白 に 記 載 し 、 来 簡 文

書 と し て 処 理 す る も の と す る 。

（ 行 動 命 令 に 基 づ き 活 動 す る 部 隊 等 が 作 成 し た 文

書 の 処 理 ）

第 4 7 条 の ２ 行 動 命 令 に 基 づ き 活 動 す る 部 隊 等 が 作

成 し た 上 級 部 隊 等 へ の 定 時 報 告 で あ っ て 、 防 衛 大

臣 又 は 上 級 部 隊 等 の 長 の 判 断 に 資 す る も の に つ い

て は 、 全 て 当 該 上 級 部 隊 等 の 長 に 送 付 す る ほ か 、

統 合 幕 僚 監 部 首 席 参 事 官 （ 統 合 幕 僚 監 部 の 内 部 組



織 に 関 す る 訓 令 （ 平 成 １ ８ 年 防 衛 庁 訓 令 第 ２ ４ 号

） 第 ４ ０ 条 の ９ に 規 定 す る 災 害 派 遣 ・ 国 民 保 護 班

の 所 掌 に 属 す る も の に つ い て は 、 首 席 参 事 官 以 外

の 参 事 官 ） に あ わ せ て 送 付 す る も の と す る 。

第 ６ 節 雑 則

（ 文 書 の 処 理 に 関 す る 定 め ）

第 4 8 条 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 を 置 か な い 部 隊 の う

ち 直 近 上 級 の 司 令 部 等 と 所 在 地 を 異 に す る 編 制 単

位 部 隊 の 文 書 管 理 者 は 、 こ の 章 の 規 定 を 実 施 す る

た め に 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と が で き る 。

（ 文 書 管 理 シ ス テ ム を 用 い た 文 書 の 処 理 等 ）

第 4 8 条 の ２ こ の 章 の 規 定 に 基 づ く 文 書 の 処 理 に お

い て 、 文 書 管 理 シ ス テ ム を 用 い る こ と が で き る も

の は 、 こ れ に よ る も の と す る 。

２ 文 書 管 理 シ ス テ ム を 用 い た 文 書 の 処 理 に 関 し 必

要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

第 ５ 章 文 書 の 管 理

第 １ 節 整 理 ・ 保 存

（ 文 書 管 理 情 報 等 の 記 載 ）

第 4 9 条 文 書 の 分 類 に 用 い る 番 号 、 保 存 期 間 、 保 存

期 間 の 満 了 す る 時 期 、 文 書 作 成 取 得 日 の 属 す る 年

度 、 枚 数 ・ 冊 数 、 開 示 ・ 不 開 示 の 別 等 に つ い て は



、 行 政 文 書 の １ 枚 目 に 記 載 す る も の と す る 。

２ 前 項 に 規 定 す る 文 書 の 分 類 に 用 い る 番 号 は 、 第

５ １ 条 の 規 定 に よ り 作 成 す る 標 準 文 書 保 存 期 間 基

準 に よ る も の と し 、 「 事 項 ― 業 務 の 区 分 」 の 例 に

よ り 記 載 す る 。

（ 保 存 の 方 法 ）

第 5 0 条 原 議 書 に つ い て は 、 機 関 等 主 任 文 書 管 理 者

、 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 又 は 部 隊 等 主 任 文 書 管 理

者 を 置 か な い 部 隊 の 文 書 管 理 者 が 必 要 と 認 め る 場

合 に は 、 機 関 等 文 書 管 理 総 括 課 等 に お い て 集 中 し

て 保 存 す る こ と が で き る 。

（ 標 準 文 書 保 存 期 間 基 準 の 作 成 等 ）

第 5 1 条 管 理 訓 令 第 １ ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 標 準 文

書 保 存 期 間 基 準 （ 以 下 「 保 存 期 間 表 」 と い う 。 ）

は 、 事 項 及 び 業 務 の 区 分 に あ っ て は 別 表 第 ３ に 定

め る 航 空 自 衛 隊 標 準 文 書 分 類 基 準 を 、 保 存 期 間 に

あ っ て は 別 に 定 め る 航 空 自 衛 隊 標 準 文 書 保 存 期 間

基 準 を 踏 ま え て 定 め る も の と す る 。

２ 管 理 訓 令 第 １ ７ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る

協 議 及 び 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 航 空 幕

僚 監 部 の 文 書 管 理 者 に あ っ て は 機 関 等 主 任 文 書 管

理 者 を 、 部 隊 等 （ 航 空 幕 僚 監 部 を 除 く 。 ） の 文 書



管 理 者 に あ っ て は 指 揮 系 統 に 従 い 部 隊 等 主 任 文 書

管 理 者 及 び 機 関 等 主 任 文 書 管 理 者 を そ れ ぞ れ 通 じ

て 行 う も の と す る 。

第 ２ 節 引 継 ぎ

（ 引 継 手 続 ）

第 5 2 条 引 継 ぎ を 受 け た 文 書 管 理 者 は 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 文 書 管 理 者 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各

号 に 定 め る 者 に 引 継 報 告 書 を 速 や か に 提 出 す る も

の と す る 。

( 1 ) 航 空 幕 僚 監 部 の 文 書 管 理 者 機 関 等 副 主 任 文

書 管 理 者

( 2 ) 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 及 び 部 隊 等 副 主 任 文 書

管 理 者 を 置 く 部 隊 及 び 機 関 の 文 書 管 理 者 当 該

部 隊 又 は 機 関 の 部 隊 等 副 主 任 文 書 管 理 者

( 3 ) 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 を 置 き 、 部 隊 等 副 主 任

文 書 管 理 者 を 置 か な い 部 隊 及 び 機 関 の 文 書 管 理

者 当 該 部 隊 又 は 機 関 の 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者

( 4 ) 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 を 置 か な い 部 隊 の 文 書

管 理 者 次 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に

定 め る 者

ア 直 近 上 級 の 部 隊 に 部 隊 等 副 主 任 文 書 管 理 者

が 置 か れ る 場 合 当 該 直 近 上 級 の 部 隊 の 部 隊



等 副 主 任 文 書 管 理 者

イ 直 近 上 級 の 部 隊 に 部 隊 等 副 主 任 文 書 管 理 者

が 置 か れ な い 場 合 当 該 直 近 上 級 の 部 隊 の 部

隊 等 主 任 文 書 管 理 者

（ 組 織 の 改 編 等 に 際 し て の 引 継 ぎ ）

第 5 3 条 部 隊 等 が 改 編 さ れ た 場 合 は 、 改 編 前 の 部 隊

等 の 行 政 文 書 フ ァ イ ル 等 は 改 編 後 の 部 隊 等 が 引 き

継 ぐ も の と す る 。

２ 部 隊 等 が 廃 止 さ れ た 場 合 は 、 廃 止 前 の 部 隊 等 の

行 政 文 書 フ ァ イ ル 等 は 当 該 部 隊 等 の 上 級 部 隊 等 が

、 上 級 部 隊 等 が な い と き は 航 空 幕 僚 監 部 が 引 き 継

ぐ も の と す る 。 た だ し 、 廃 止 部 隊 等 が 新 編 さ れ 、

又 は 改 編 さ れ た 部 隊 等 の 編 制 に 吸 収 さ れ て い る と

き は 、 吸 収 し た 部 隊 等 が 引 き 継 ぐ も の と す る 。

３ 前 ２ 項 の 場 合 以 外 に お い て は 、 航 空 幕 僚 長 の 指

定 す る 部 隊 等 が 行 政 文 書 フ ァ イ ル 等 を 引 き 継 ぐ も

の と す る 。

第 ３ 節 行 政 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 等 の 整 備

（ 行 政 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 等 の 整 備 ）

第 5 4 条 文 書 管 理 者 は 、 管 理 訓 令 第 ２ 条 第 ３ 号 に 規

定 す る 行 政 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 及 び 管 理 訓 令 第 ２

２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 移 管 ・ 廃 棄 簿 を 、 文 書 管 理



シ ス テ ム を も っ て 調 製 す る も の と す る 。

第 ４ 節 移 管 又 は 廃 棄

（ 保 存 期 間 が 満 了 し た と き の 措 置 の 定 め に 係 る 確

認 ）

第 5 5 条 第 ５ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 管 理 訓 令 第 ２ ３

条 第 ２ 項 の 確 認 を 求 め る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。

（ 移 管 又 は 廃 棄 に 係 る 協 議 等 ）

第 5 6 条 第 ５ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 管 理 訓 令 第 ２ ５

条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 協 議 に つ い て 準 用 す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 第 ５ １ 条 第 ２ 項 中 「 は 機 関 等 主

任 文 書 管 理 者 」 と あ る の は 「 は 機 関 等 主 任 文 書 管

理 者 及 び 総 括 文 書 管 理 者 」 と 、 「 及 び 機 関 等 主 任

文 書 管 理 者 」 と あ る の は 「 、 機 関 等 主 任 文 書 管 理

者 及 び 総 括 文 書 管 理 者 」 と 読 み 替 え る も の と す る

。

２ 管 理 訓 令 第 ２ ５ 条 第 ３ 項 後 段 の 規 定 に よ る 報 告

は 、 部 隊 等 （ 航 空 幕 僚 監 部 を 除 く 。 ） の 文 書 管 理

者 に あ っ て は 指 揮 系 統 に 従 い 部 隊 等 主 任 文 書 管 理

者 を 通 じ て 行 う も の と す る 。

３ 第 ５ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 管 理 訓 令 第 ２ ５ 条 第

６ 項 の 同 意 を 求 め る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。

第 5 7 条 削 除



第 ５ 節 点 検 ・ 監 査 及 び 管 理 状 況 の 報 告 等

（ 点 検 に 係 る 報 告 ）

第 5 8 条 第 ５ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 管 理 訓 令 第 ２ ６

条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 報 告 に つ い て 準 用 す る 。

２ 管 理 訓 令 第 ２ ６ 条 の 規 定 に よ る 点 検 に お い て 文

書 管 理 状 況 に 異 状 が 確 認 さ れ た 文 書 管 理 者 は 、 第

５ ２ 条 各 号 に 掲 げ る 文 書 管 理 者 の 区 分 に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 者 の 点 検 を 受 け る も の と

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 点 検 の 結 果 の 報 告

に つ い て は 、 第 ５ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 を 準 用 す る 。

（ 監 査 ）

第 5 9 条 機 関 等 監 査 主 任 者 は 航 空 幕 僚 監 部 に お け る

全 て の 文 書 管 理 者 に 対 し て 、 部 隊 等 監 査 主 任 者 は

当 該 部 隊 又 は 機 関 に お け る 全 て の 文 書 管 理 者 に 対

し て 、 原 則 と し て 毎 年 度 １ 回 書 面 監 査 を 行 う も の

と す る 。

２ 前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 機 関 等 監 査 主 任 者

は 航 空 幕 僚 監 部 に お け る 全 て の 文 書 管 理 者 に 対 し

て 、 部 隊 等 監 査 主 任 者 は 当 該 部 隊 又 は 機 関 に お け

る 全 て の 文 書 管 理 者 に 対 し て 、 原 則 と し て ３ 年 を

目 途 と し て 、 そ の 期 間 （ 以 下 「 計 画 期 間 」 と い う

。 ） 内 に 実 地 監 査 を 行 う も の と す る 。



３ 前 ２ 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 特 に 必 要 が あ る

と 認 め る 場 合 に は 、 機 関 等 監 査 主 任 者 は 部 隊 及 び

機 関 の 文 書 管 理 者 に 対 し て 、 部 隊 等 監 査 主 任 者 は

当 該 部 隊 等 監 査 主 任 者 が 所 属 す る 部 隊 又 は 機 関 の

長 の 指 揮 監 督 を 受 け る 部 隊 又 は 機 関 の 文 書 管 理 者

に 対 し て 、 書 面 監 査 又 は 実 地 監 査 を 行 う こ と が で

き る 。

４ 部 隊 等 監 査 主 任 者 は 、 計 画 期 間 に 係 る 実 地 監 査

計 画 を 作 成 し 、 監 査 を 受 け る 文 書 管 理 者 及 び 特 に

必 要 と 認 め た 部 隊 等 の 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 に 通

知 す る も の と す る 。

５ 前 項 の 実 地 監 査 計 画 に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事

項 を 記 載 す る も の と す る 。

( 1 ) 実 施 時 期

( 2 ) 監 査 を 受 け る 文 書 管 理 者 名 又 は 特 に 必 要 と 認

め た 部 隊 等 名

( 3 ) そ の 他 必 要 と 認 め る 事 項

６ 部 隊 等 監 査 主 任 者 は 、 第 ４ 項 の 実 地 監 査 計 画 を

計 画 期 間 の 初 年 度 の ６ 月 ３ ０ 日 ま で に 、 指 揮 系 統

に 従 い 、 機 関 等 監 査 主 任 者 に 報 告 す る も の と す る

（ 登 録 外 報 告 ） 。

７ 部 隊 等 監 査 主 任 者 は 、 第 ４ 項 の 実 地 監 査 計 画 を



変 更 し た 場 合 に は 、 速 や か に 当 該 変 更 実 地 監 査 計

画 を 文 書 管 理 者 等 に 通 知 す る と と も に 、 機 関 等 監

査 主 任 者 に 報 告 す る も の と す る （ 登 録 外 報 告 ） 。

８ そ の 他 監 査 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 機 関 等

監 査 主 任 者 が 定 め る 。

９ 機 関 等 監 査 主 任 者 及 び 部 隊 等 監 査 主 任 者 は 、 必

要 が あ る 場 合 に は 、 航 空 幕 僚 監 部 又 は 当 該 部 隊 若

し く は 機 関 の 職 員 （ 原 則 と し て 、 管 理 訓 令 第 ４ 条

第 ３ 項 及 び こ の 達 第 ３ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 事 務 に

従 事 す る 職 員 を 除 く 。 ） の 中 か ら 、 そ れ ぞ れ 職 務

と し て 監 査 を 行 う べ き 職 員 （ 以 下 「 監 査 職 員 」 と

い う 。 ） を 指 定 し て 監 査 に 当 た ら せ る こ と が で き

る 。

1 0 監 査 職 員 は 、 監 査 を 行 う た め に 必 要 な 限 度 に お

い て 、 書 類 若 し く は 物 件 の 提 示 を 求 め 、 又 は 関 係

者 に 質 問 し 、 若 し く は 説 明 を 求 め る こ と が で き る

。 こ の 場 合 に お い て 、 職 務 上 知 り 得 た 事 項 を み だ

り に 他 人 に 漏 ら し 、 又 は 自 ら 窃 用 し て は な ら な い

。

1 1 機 関 等 主 任 文 書 管 理 者 及 び 部 隊 等 主 任 文 書 管 理

者 は 、 機 関 等 監 査 主 任 者 又 は 当 該 部 隊 若 し く は 機

関 の 部 隊 等 監 査 主 任 者 の 実 施 し た 監 査 の 結 果 を 踏



ま え 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。

1 2 部 隊 等 監 査 主 任 者 は 、 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の

規 定 に よ り 行 っ た 監 査 の 結 果 に つ い て 、 別 に 定 め

る 期 限 ま で に 、 指 揮 系 統 に 従 い 、 機 関 等 監 査 主 任

者 に 報 告 す る も の と す る （ 登 録 外 報 告 ） 。

1 3 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 は 、 第 １ １ 項 の 規 定 に よ

り 講 じ た 措 置 に つ い て 、 別 に 定 め る 期 間 ま で に 、

指 揮 系 統 に 従 い 、 機 関 等 主 任 文 書 管 理 者 に 報 告 す

る も の と す る （ 登 録 外 報 告 ） 。

（ 紛 失 等 へ の 対 応 に 係 る 報 告 ）

第 6 0 条 第 ５ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 管 理 訓 令 第 ２ ７

条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 報 告 に つ い て 準 用 す る 。

（ 管 理 状 況 の 報 告 等 ）

第 6 1 条 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 は 、 行 政 文 書 フ ァ イ

ル 管 理 簿 の 記 載 状 況 そ の 他 の 行 政 文 書 の 管 理 状 況

に つ い て 、 毎 年 度 、 別 に 定 め る 期 限 ま で に 、 指 揮

系 統 に 従 い 、 機 関 等 主 任 文 書 管 理 者 に 報 告 す る も

の と す る （ 登 録 外 報 告 ） 。 こ の 場 合 に お い て 、 部

隊 等 主 任 文 書 管 理 者 は 、 そ の 直 近 下 級 の 部 隊 が 部

隊 等 主 任 文 書 管 理 者 を 置 か な い 部 隊 で あ る と き は

、 当 該 部 隊 に 係 る 行 政 文 書 の 管 理 状 況 を 取 り ま と

め の 上 、 こ れ を 報 告 す る も の と す る （ 登 録 外 報 告



） 。

２ 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 は 、 公 文 書 等 の 管 理 に 関

す る 法 律 （ 平 成 ２ １ 年 法 律 第 ６ ６ 号 ） 第 ９ 条 第 ３

項 の 規 定 に よ る 求 め 及 び 実 地 調 査 が 行 わ れ る 場 合

に は 、 必 要 な 協 力 を 行 う も の と す る 。

第 ６ 章 研 修

（ 研 修 の 実 施 等 ）

第 6 2 条 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 は 、 所 属 す る 隊 員 （

当 該 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 の 直 近 下 級 の 部 隊 が 部

隊 等 主 任 文 書 管 理 者 を 置 か な い 部 隊 で あ る 場 合 に

あ っ て は 、 当 該 部 隊 に 所 属 す る 隊 員 を 含 む 。 次 項

に お い て 同 じ 。 ） に 対 し 、 行 政 文 書 の 管 理 を 適 正

か つ 効 果 的 に 行 う た め に 、 必 要 な 知 識 及 び 技 能 を

習 得 さ せ 、 又 は 向 上 さ せ る た め に 必 要 な 研 修 を 行

う も の と す る 。

２ 部 隊 等 主 任 文 書 管 理 者 は 、 所 属 す る 隊 員 が 少 な

く と も 毎 年 度 一 回 、 研 修 を 受 け ら れ る 環 境 を 提 供

し な け れ ば な ら な い 。

３ 第 ５ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 管 理 訓 令 第 ２ ９ 条 第

３ 項 の 規 定 に よ る 報 告 に つ い て 準 用 す る 。

（ 研 修 へ の 参 加 ）

第 6 3 条 管 理 訓 令 第 ３ ０ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 研 修 に



は 、 前 条 に 規 定 す る 研 修 を 含 む も の と す る 。

第 ７ 章 雑 則

（ 部 課 等 の 長 が 作 成 す る 文 書 の 処 理 ）

第 6 4 条 部 課 等 の 長 が 職 務 遂 行 上 必 要 な 事 項 を 定 め

、 又 は 処 理 す る 場 合 に お い て 作 成 す る 文 書 は 、 必

要 に 応 じ 相 当 す る 文 書 の 形 式 に 準 じ 処 理 す る も の

と す る 。

（ 図 書 等 の 表 示 ）

第 6 5 条 文 書 を 図 書 又 は 刊 行 物 と す る 場 合 は 、 当 該

文 書 の 番 号 及 び 日 付 を 表 紙 の 右 上 端 に 表 示 す る も

の と す る 。

（ 委 任 規 定 ）

第 6 6 条 こ の 達 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 達 の 実 施

に 関 し 必 要 な 事 項 （ 管 理 訓 令 第 ４ 条 第 ３ 項 の 規 定

に よ り 機 関 等 主 任 文 書 管 理 者 が 分 掌 す る 事 務 及 び

こ の 達 第 ３ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 部 隊 等 主 任 文 書

管 理 者 が 分 掌 す る 事 務 に 係 る 事 項 を 除 く 。 ） は 、

部 隊 等 の 長 又 は 基 地 司 令 等 が 定 め る も の と す る 。

附 則 （ 抄 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 達 は 、 平 成 ２ ３ 年 ８ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 し 、

同 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。



（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 達 施 行 の 際 、 現 に 作 成 さ れ て い る 改 正 前 の

規 定 に よ る 様 式 は 、 残 存 枚 数 に 限 り 所 要 の 修 正 を

し て 使 用 す る こ と が で き る 。

附 則 （ 平 成 ２ ３ 年 １ ０ 月 １ １ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 ３ ４ 号 ）

こ の 達 は 、 平 成 ２ ３ 年 １ ０ 月 １ １ 日 か ら 施 行 す る

。

附 則 （ 平 成 ２ ４ 年 ３ 月 １ ５ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 ３ 号 ）

こ の 達 は 、 平 成 ２ ４ 年 ３ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ２ ５ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 １ ２ 号 ）

１ こ の 達 は 、 平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す る

。

２ こ の 達 施 行 の 際 、 現 に 作 成 さ れ て い る 改 正 前 の

規 定 に よ る 様 式 は 、 残 存 枚 数 に 限 り 所 要 の 修 正 を

し て 使 用 す る こ と が で き る 。

附 則（ 平 成 ２ ５ 年 ７ 月 ３ １ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 ５ １ 号 ）

こ の 達 は 、 平 成 ２ ５ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則（ 平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ４ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 １ ６ 号 ）

こ の 達 は 、 平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 ３ ７ 号 ）

こ の 達 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 ２ ６ 年 ７ 月 ３ １ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 ５ ６ 号 ）



こ の 達 は 、 平 成 ２ ６ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 ２ ６ 年 １ ２ 月 １ ０ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 ８ ３ 号 ）

こ の 達 は 、 平 成 ２ ６ 年 １ ２ 月 １ ０ 日 か ら 施 行 す る

。

附 則 （ 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ２ ３ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 ７ 号 ）

こ の 達 は 、 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ２ ３ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 ２ ７ 年 ９ 月 ３ ０ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 ２ ５ 号 ）

こ の 達 は 、 平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 ２ ８ 年 １ 月 ２ ９ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 ６ 号 ）

こ の 達 は 、 平 成 ２ ８ 年 １ 月 ３ １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ３ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 ２ ７ 号 ）

こ の 達 は 、 平 成 ２ ９ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ８ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 ４ １ 号 ）

こ の 達 は 、 平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ３ ０ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 １ ０ 号 ）

こ の 達 は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た

だ し 、 第 ４ ８ 条 の 次 に １ 条 を 加 え る 改 正 規 定 並 び に

別 紙 様 式 第 １ 及 び 別 紙 様 式 第 ２ の 改 正 規 定 は 、 同 年

５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令 和 元 年 ６ 月 ２ ７ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 １ ４ 号 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 達 は 、 令 和 元 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 達 の 施 行 の 際 、 こ の 達 に よ る 改 正 前 の 達 に

定 め る 様 式 で 、 現 に 残 存 す る も の は 、 所 要 の 修 正

を 加 え 、 な お 使 用 す る こ と が で き る 。

附 則 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ５ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 １ ３ 号 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 達 は 、 令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 達 の 施 行 の 際 、 こ の 達 に よ る 改 正 前 の 航 空

自 衛 隊 行 政 文 書 管 理 規 則 別 紙 様 式 第 １ の ２ （ そ の

１ ） に 定 め る 様 式 で 、 現 に 残 存 す る も の は 、 所 要

の 修 正 を 加 え 、 な お 使 用 す る こ と が で き る 。

附 則 （ 令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 ３ ９ 号 ）

こ の 達 は 、 令 和 ２ 年 ６ 月 ８ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ

し 、 第 ４ 条 の 改 正 規 定 は 、 同 年 ５ 月 １ ８ 日 か ら 施 行

す る 。

附 則 （ 令 和 ３ 年 ３ 月 １ ８ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 １ ９ 号 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 達 は 、 令 和 ３ 年 ３ 月 １ ８ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 達 の 施 行 の 際 、 こ の 達 に よ る 改 正 前 の 航 空

自 衛 隊 行 政 文 書 管 理 規 則 別 表 第 ２ 付 紙 様 式 第 １ か



ら 付 紙 様 式 第 ５ ま で 、 別 紙 様 式 第 １ の ２ （ そ の １

） 及 び 別 紙 様 式 第 ２ （ そ の １ ） に 定 め る 様 式 で 、

現 に 残 存 す る も の は 、 所 要 の 修 正 を 加 え 、 な お 使

用 す る こ と が で き る 。

附 則 （ 令 和 ４ 年 ３ 月 １ ６ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 １ ５ 号 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 達 は 、 令 和 ４ 年 ３ 月 １ ７ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

１ こ の 達 の 施 行 の 際 、 こ の 達 に よ る 改 正 前 の 航 空

自 衛 隊 行 政 文 書 管 理 規 則 別 紙 様 式 第 １ の ２ 及 び 別

紙 様 式 第 ２ に 定 め る 様 式 で 、 現 に 残 存 す る も の は

、 所 要 の 修 正 を 加 え 、 な お 使 用 す る こ と が で き る

。

附 則 （ 令 和 ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 ３ ３ 号 ）

こ の 達 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令 和 ４ 年 ６ 月 ３ ０ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 ４ ２ 号 ）

１ こ の 達 は 、 令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 達 の 施 行 の 日 か ら 現 に 文 書 管 理 シ ス テ ム を

用 い て 受 付 番 号 を 付 与 す る ま で の 間 に 行 う 受 付 に

つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

附 則 （ 令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ３ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 ３ ７ 号 ）



（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 達 は 、 令 和 ５ 年 １ ２ 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 秘 密 保 全 に 関 す る 達 の 一 部 改 正 ）

２ 秘 密 保 全 に 関 す る 達 （ 平 成 １ ９ 年 航 空 自 衛 隊 達

第 １ ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ４ ２ 条 第 １ 項 中 「 第 ３ ２ 条 第 ３ 項 」 を 「 第 ３

２ 条 第 ４ 項 」 に 改 め る 。

（ 特 定 秘 密 の 保 護 に 関 す る 達 の 一 部 改 正 ）

３ 特 定 秘 密 の 保 護 に 関 す る 達 （ 平 成 ２ ６ 年 航 空 自

衛 隊 達 第 ７ ９ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ３ ６ 条 第 １ 項 中 「 第 ３ ２ 条 第 ２ 項 」 を 「 第 ３

２ 条 第 ４ 項 」 に 改 め る 。

（ 経 過 措 置 ）

４ こ の 達 の 施 行 の 日 か ら 現 に 文 書 管 理 シ ス テ ム を

用 い て 受 付 番 号 を 付 与 す る ま で の 間 に 行 う 受 付 に

つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

附 則 （ 令 和 ６ 年 ３ 月 ２ １ 日 航 空 自 衛 隊 達 第 １ ９ 号 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 達 は 、 令 和 ６ 年 ３ 月 ２ １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 達 の 施 行 の 際 、 こ の 達 に よ る 改 正 前 の 航 空

自 衛 隊 行 政 文 書 管 理 規 則 別 紙 様 式 第 １ の ２ に 定 め



る 様 式 で 、 現 に 残 存 す る も の は 、 所 要 の 修 正 を 加

え 、 な お 使 用 す る こ と が で き る 。



別紙第１（第３２条関係）

受付を行った旨の表示

注：１ 「○○○○課」は、主管部課の名称の例を示す。

２ 「令和５年４月１日」は、受付年月日の例を示す。

３ 「No.」は、文書管理システムにより付与した受付番号を表示する。
４ 色は、青又は黒を用いる。

５ 必要がある場合は、この一部を変更することができる。

別紙第２（第４１条関係）

決裁済である旨の表示

注：１ 「23. 4. 1」は、決裁年月日の例を示す。

２ 色は、朱色調を用いる。

３ 必要がある場合は、この一部を変更することができる。

令和5年4月1日



別表第１（第２０条関係）

部隊等及び主管部課の名称の略号例

１ 部隊等の名称の略号

部 隊 等 名 称 略 号

航空総隊 総隊

北部航空方面隊 北空

第２航空団 ２空団

第２航空団飛行群 ２空団飛群

第２航空団飛行群第201飛行隊 ２空団２０１飛隊

第２航空団整備補給群 ２空団整群

第２航空団整備補給群整備隊 ２空団整隊

第２航空団整備補給群装備隊 ２空団装隊

第２航空団整備補給群修理隊 ２空団修隊

第２航空団整備補給群車両器材隊 ２空団車隊

第２航空団整備補給群補給隊 ２空団補隊

第２航空団基地業務群 ２空団基群

第２航空団基地業務群飛行場勤務隊 ２空団飛勤隊

第２航空団基地業務群施設隊 ２空団施隊

第２航空団基地業務群サイバー運用隊 ２空団サ隊

第２航空団基地業務群管理隊 ２空団管隊

第２航空団基地業務群業務隊 ２空団業隊

第２航空団基地業務群会計隊 ２空団会隊

第２航空団基地業務群衛生隊 ２空団衛隊

第２航空団基地業務群射場勤務隊 ２空団射勤隊

中部航空警戒管制団 中警団

中部航空警戒管制団中部防空管制群 中防群

中部航空警戒管制団中部防空管制群防空管制隊 中防群管

中部航空警戒管制団中部防空管制群警戒通信隊 中防群通



中部航空警戒管制団第１警戒隊 １警隊

中部航空警戒管制団第１警戒隊監視管制隊 １警隊監

中部高射群 中高群

中部高射群指揮所運用隊 中高群指隊

中部高射群整備補給隊 中高群整隊

中部高射群第１高射隊 中高群１高隊

西部航空施設隊 西施隊

西部航空施設隊第１作業隊 西施隊１作隊

西部航空方面隊司令部支援飛行隊 西司飛

西部航空音楽隊 西空音

航空救難団 救難団

航空救難団飛行群松島救難隊 松救隊

航空救難団飛行群新田原救難隊 新救隊

航空救難団救難教育隊 救教隊

航空支援集団 支援集団

第１輸送航空隊 １輸空隊

航空保安管制群 管制群

航空保安管制群飛行情報隊 飛情隊

航空保安管制群千歳管制隊 千管隊

航空気象群 気象群

航空気象群三沢気象隊 三気隊

飛行点検隊 飛点隊

航空教育集団 教育集団

第１１飛行教育団 １１教団

航空教育隊 空教隊

航空教育隊第１教育群 １教群

航空教育隊第１教育群第１大隊 １教群１大

航空開発実験集団 開発集団



飛行開発実験団飛行実験群飛行隊 飛実団飛隊

航空警務隊熊谷地方警務隊 熊警

幹部候補生学校 幹候校

第１術科学校 １術校

第４補給処東北支処 ４補東北支

２ 主管部課の名称の略号

主 管 部 課 名 称 略 号

航空幕僚監部総務部総務課 総

航空方面隊司令部監理監察官 察

航空団司令部防衛部 防

団司令部安全班 安



別表第２（第３１条、第３２条、第３４条、第３６条、第４２条関係）

帳 簿 の 種 類 及 び 備 付 区 分 等

帳 簿 の 種 類 備 付 区 分 保存期間 用 途 等 様 式

書留郵便物等接受簿 機関等文書管理総括課等 ５年 書留郵便物等を接受（受領）し、配布（引 付紙様式第２
継ぎ）するときに記録する。

来簡文書接受簿 同上 ５年 文書を接受し、配布するときに記録する。 付紙様式第３

起案簿 主管部課 ３０年 起案文書について、当該主管部課長の確認 付紙様式第４
を得たときに記録する。

文書台帳 機関等文書管理総括課等 ３０年 発簡番号を付与する起案文書が決裁された 付紙様式第５
とき、及び文書を送付するときに記録する。

注：１ 帳簿は、処理を適正かつ効果的に行うために、必要がある場合はこれを分割し、若しくは２種以上をあわせ、又
は様式の一部を変更し、若しくは省略することができる。

２ 書留郵便物等接受簿については、機関等文書管理総括課等が課業時間外における文書処理に対処するため、基
地業務担当部隊等の当直室に当該帳簿を別に備え付けるものとする。



付紙様式第１ 削除

付紙様式第２

書 留 郵 便 物 等 接 受 簿

接 受
書留番号 発信者名 受 取 者 名

取扱
受付番号 確認 備 考

月 日 者印

付紙様式第３

来 簡 文 書 接 受 簿

整理 秘等
発簡番号 文書日付

部 送付 配布先 配布
月 接受日付 (発電番号) (電報日付) 確認 備考
番号 区分 数 種別 正 写 月日

文
電

文
電

文
電

注：１ 秘等区分とは、秘若しくは特定秘密又は注意、対外厳秘、注意（人事）若しくは部内限り
のいずれかをいう（以下の様式において同じ。）。

２ 「秘等区分」の欄は朱書きするものとする（以下の様式において同じ。）。



付紙様式第４

○ ○ 課 起 案 簿

宛 先 通信 備
起 案 決裁月日 発簡番号 起案 起案 秘等

件名
分類番号 発簡

班確
番 号 (文書日付) (発電番号) 月日 者名 区分

配 布
保存期間 月日 認 考区 分

付紙様式第５

文 書 台 帳

発簡番号 決裁月日 起 案 課 秘 等
件名

宛先 分類番号 発簡 送付 部 備
(発電番号) (文書日付) 起案番号 区 分 配布区分 保存期間 月日 種別 数 考

文
電

文
電

文
電



別表第３（第５１条関係）

航空自衛隊標準文書分類基準

事項 業務の区分
（大分類） （中分類）

A-10 総務 010 総務一般
A-10 総務 011 文書、郵政
A-10 総務 012 広報
A-10 総務 014 礼式
A-10 総務 015 服制、旗章、標識
A-10 総務 016 渉外
A-10 総務 049 警務
A-40 会計 030 会計一般
A-40 会計 031 予算
A-40 会計 032 支出、出納
A-40 会計 033 債権、歳入
A-40 会計 034 契約
A-40 会計 035 給与事務
A-40 会計 036 旅費
A-40 会計 037 計算証明
A-70 総務共通 710 総務共通
B-10 人事 040 人事一般
B-10 人事 041 服務規律
B-10 人事 042 特技制度
B-10 人事 043 証明等
B-10 人事 044 人事記録、報告
B-10 人事 045 自衛官補任
B-10 人事 046 事務官等人事
B-10 人事 047 表彰、懲戒
B-10 人事 048 募集
B-20 厚生 050 厚生一般
B-20 厚生 051 恩償
B-20 厚生 052 給与制度
B-20 厚生 053 給養
B-20 厚生 054 公務員宿舎
B-20 厚生 055 共済組合
B-20 厚生 057 弘済会
B-20 厚生 058 遺族援護
B-30 就職援護 056 就職援護
B-40 教育 070 教育訓練一般
B-40 教育 071 部隊訓練一般
B-40 教育 072 部隊技術訓練
B-40 教育 073 学校教育
B-40 教育 074 部隊操縦訓練
B-70 人事教育共通 720 人事教育共通
C-10 防衛 080 防衛一般
C-10 防衛 081 組織編成
C-10 防衛 082 業務計画
C-10 防衛 083 研究開発
C-20 運用 090 運用一般
C-20 運用 091 保安
C-20 運用 092 飛行
C-20 運用 093 救難
C-20 運用 094 航空管制
C-20 運用 098 気象



C-30 通信電子 095 通信電子
C-30 通信電子 096 電子組織
C-30 通信電子 097 通信組織
C-40 施設 110 施設一般
C-40 施設 111 不動産
C-40 施設 112 工事
C-40 施設 113 維持、補修
C-70 防衛共通 730 防衛共通
D-10 情報 100 情報一般
D-10 情報 101 情報運用
D-10 情報 102 秘密保全
D-10 情報 103 その他の保全
D-70 情報共通 740 情報共通
E-10 装備 120 装備一般
E-10 装備 121 品質管理
E-10 装備 122 生産
E-10 装備 123 輸送
E-10 装備 124 調達
E-10 装備 125 補給
E-10 装備 126 整備
E-10 装備 127 工作
E-10 装備 128 武装
E-70 装備共通 750 装備共通
F-10 技術 130 技術一般
F-10 技術 131 航空機
F-10 技術 132 機上電子
F-10 技術 133 誘導武器
F-10 技術 134 地上電子
F-10 技術 135 器材
F-70 技術共通 760 技術共通
G-10 監察 140 監察
G-20 安全 150 安全
G-20 安全 151 飛行安全
G-20 安全 152 地上安全
G-70 監察共通 770 監察共通
A-30 監理 020 監理一般
A-30 監理 021 管理分析
A-30 監理 022 統計
A-30 監理 023 報告管理
A-30 監理 024 会計監査
A-20 法務 017 法務一般
A-20 法務 018 賠償、訴訟、損失補償
A-20 法務 019 法規
H-10 衛生 060 衛生一般
H-10 衛生 061 検査
H-10 衛生 062 医療保健技術
H-10 衛生 063 航空衛生
H-70 衛生共通 780 衛生共通
Z-10 その他 200 その他

注：「業務の区分」の欄中「事務官等人事」には、「特技制度」、「証明等」、
「人事記録、報告」及び「表彰、懲戒」は含まない。



別紙様式第１（第７条関係）
発簡番号

発簡年月日

殿

発簡者名

○○（部署名）における文書管理担当者について（報告）（登録外報告）

標記について、次のとおり指定したので、防衛省行政文書管理規則（平成２３
年防衛省訓令第１５号）第８条第２項の規定に基づき報告する。

部署名 役職等 指定年月日 備考



決裁済で
ある旨の
表示

別紙様式第１の２（第３６条関係）
（その１）

起案用紙（決裁用）表面

航 空 幕 僚 監 部

秘 等 区 分 確認 発簡番号 第 号 例規

条 件 発 簡 日 年 月 日

件

名

伺
標記について、案のとおり

してよろしいか伺う。
い 別添のとおり供覧する。

決 航 空 幕 僚 長 航空幕僚副長 部長 課（室）長 専決
科学技術官 科学技術計画官
監理監察官 総括副監理監察官
首席法務官

裁 首席衛生官

進 審 総務課長 文書班長 受付 首席法務官 次席法務官 法務官 受付 報 総括副監理 受付
告 監察官
管

達 査 理

総 務 部 長 課長

合 人 事 教 育 部 長 課長

防 衛 部 長 課長

運用支援・情報部長 課長

装 備 計 画 部 長 課長

科 学 技 術 官 科学技術計画官

監 理 監 察 官 総括副監理監察官

議 首 席 法 務 官 次席法務官

首 席 衛 生 官 次席衛生官

主
部長 課（室）長 班長

科学技術官 科学技術計画官
監理監察官 総括副監理監察官

管 首席法務官 次席法務官
首席衛生官 次席衛生官

伝 電送 車両 起
使送 空輸 郵送（通常 書留 速達） 年 月 日 案

者 電話
電話 （伝達者） （被伝達者）部隊等

達 階級 氏名 階級 氏名
起 年 月 日

分類番号 － － 作成年度 年度 案
簿

保存期間 年度 ３０・２０・１０・５・３・１ 枚 数 枚 冊 受
付 （ ） 番

保存期間満了時期 開示判断 開示・部分開示・不開示

注：１ 「伝達」の欄中「被伝達者」が複数で、欄中に記載できない場合は、別の用紙に記載し
て起案用紙（決裁用）の次につづるものとする。

２ 「起案簿受付」の欄中括弧書きには、受付課等名の略称を記入する。
３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。



（その２）

起案用紙（決裁用）裏面



（その３）

起案用紙（案文用）

分類番号： 作成年度：

保存期間： 枚 数：

保存期間満了時期： 開示判断：

注：１ 「分類番号」、「保存期間」、「保存期間満了時期」、「作成年度」、
「枚数」及び「開示判断」は、１枚目に記載する。

２ 用紙は、白色上質紙又は同等品（コピー用紙を含む。）とする。
３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。



別紙様式第２（第３７条関係）
（その１）

決裁済で
ある旨の
表示

電 報 起 案 紙
（決裁用）

発信調整 発 電 番 号 第 号電 確 認 秘 等 区 分

発電年月日 年 月 日 条 件

要

旨

決 進 審 報

告

管

裁 達 査 理

合

議

主 起 課 起

管 案

部 案 簿 年 月 日

課 受

等 者 電話 付 ( ) 番

記

事

整理番号 発信番号

通信班長

受付日時 送信時刻

分類番号 － － 作成年度 年度

保存期間 年度 30・20・10・5・3・1 枚 数 枚 総ﾍﾟｰｼﾞ数

保存期間満了時期 開示判断 開示・部分開示・不開示

注：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。



（その２）

電 報 起 案 紙
（様式１）

緩 取
特緊・緊急・特至 秘 等 区 分

急 扱
区 区

至急・普通・閑送 条 件
分 分

発 信 者

宛 着 信 者

先 写 着 信 者

第 号 電

分類番号： 作成年度：

保存期間： 枚 数：

保存期間満了時期： 開示判断：

注：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に ペ
使用する。

ー

ジ
番
号



（その３）

電 報 起 案 紙

（様式２）

注：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に ペ
使用する。

ー

ジ
番
号



別紙様式第３（第４５条関係）

文 書 送 付 票
（控え）
宛 先 発送部隊等名
送付票番号 第 号 発 送 日 付 月 日
取 扱 い １種 小包 速達 書留 使送 空輸

発 簡 番 号 部 数 発 簡 番 号 部 数
第 号 第 号
第 号 第 号
第 号 人 甲第 号
第 号 事 乙第 号
第 号 発 丙第 号
第 号 令

文 書 送 付 票

宛 先 発送部隊等名
送付票番号 第 号 発 送 日 付 月 日
取 扱 い １種 小包 速達 書留 使送 空輸

発 簡 番 号 部 数 発 簡 番 号 部 数
第 号 第 号
第 号 第 号
第 号 人 甲第 号
第 号 事 乙第 号
第 号 発 丙第 号
第 号 令

文 書 受 領 票

送 付 票 番 号 第 号 発送部隊等名
受 領部 隊 等 名 受 領 日 付 月 日
受領者階級氏名 備 考

注：１ 送付票の部分は、複写できる用紙を用いることができる。
２ 受領票が返送された場合は、相当する送付票の控えと照合し、整理するも
のとする。

３ 受領票は、速やかに返送するものとする。
４ 必要がある場合は、様式の一部を変更し、又は省略することができる。
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